
諫早湾干拓潮受堤防排水門の 

開門問題に対する抗議文 

 

国は、これまで再三に亘る佐賀県側の早期開門調査の実施要請に対して、

福岡高裁確定判決で示された開門期限までに開門するとの方針を回答し

てきたにもかかわらず、それが履行されないまま、本日の期限に至ったこ

とは極めて遺憾であります。 

 自ら決定した開門の方針と矛盾する司法判断に異議を申立てることも

なく、また、三者による話し合いについても､何ら進展もないままで、さ

らに無為な時を過ごすことは、佐賀県側として到底受け入れ難いものであ

ります。 

ここに、強い抗議の意思を表明するとともに、以下のことを強く求めます。 

 

１ 改めて開門の意思を明確にして、一日も早い開門を実現すること 

２ 農林水産省が提案している三者の話し合いについても早急にできる 

よう最大限努力すること 
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